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新旧対照表 

○政治資金規正法の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程 

 

新 旧 

（閲覧の請求） （閲覧の請求） 

第１条 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条の２第２項の規定に

よる報告書、書面、政治資金監査報告書又は確認書のうち神奈川県選挙管理

委員会（以下「委員会」という。）において受理したもの（以下「収支報告

書等」という。）の閲覧をしようとする者は、閲覧簿（第１号様式）に所要

事項を記載の上、委員会の書記長（以下「書記長」という。）の承認を受け

なければならない。 

第１条 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条の２第２項の規定に

よる報告書、書面又は政治資金監査報告書のうち神奈川県選挙管理委員会

（以下「委員会」という。）において受理したもの（以下「収支報告書等」

という。）の閲覧をしようとする者は、閲覧簿（第１号様式）に所要事項を

記載の上、委員会の書記長（以下「書記長」という。）の承認を受けなけれ

ばならない。 

第２条～第４条 （略） 第２条～第４条 （略） 

第１号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式 （略） 
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新 旧 

第２号様式（第４条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

第２号様式（第４条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

第３号様式及び第４号様式 （略） 第３号様式及び第４号様式 （略） 

 


